（令和５年５月15日）
寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和５年５月15日（月）午後１時20分から午後２時30分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第二委員会室
３　出席委員（15名）　※番号は席番号（８番、16番は欠番）
１番　奥野　清一　　　　　　　　　　　　　２番　溝口　透（農政企画委員長）

３番　冨田　順治  　　　　　　　　　　　　４番　中東　敬夫
５番　北野　紀美子　　　　　　　　　　　　６番　田伏　隆雄（農地調整委員長）
７番　奥野　隆雄（会長）　　　　　　　　　９番　木邨　公重
10番　西尾　晴雄　　　　　　
　　  
11番　中橋　弘
12番　小野　信次　　　　　　　
　　
13番　川口　茂明
14番　北川　康裕　　　　　　
　　　
15番　金谷　伸太郎
17番　南　昌男（会長職務代理者）　　　
４　欠席委員（０名）

５　遅刻委員（０名）

　　
６　議事日程
　　第１　議案第４号　農地法第３条第１項による許可について
　　第２　報告第４号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第３　報告第５号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について
第４　報告第６号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について
第５　報告第７号　現況証明願について
７　農業委員会事務局職員

　  事務局長　山口　美加　　　　　　　　　　　事務局長代理　津川　育大
職員　　　阪本　一彦　　　　　　　　　　　職員　　　谷内　奈央
８　議長　会長　奥野　隆雄
９　会議の概要
（　午後１時20分　開会　）
議長（奥野会長） 　定刻前ですが、全員おそろいでございますので、５月の委員会総会を始めさせていただきます。
それでは、寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務める
ことになっておりますので、議事を進行させていただきます。
それでは、議事に入らせていただきます。
議案第４号　農地法第３条第１項による許可について、事務局から説明を
お願いします。
事務局　　　　 　議案第４号　農地法第３条第１項による許可について、ご説明申し上げます。
（議案第４号　件番１朗読）

件番１につきましては、４月19日に受付を行い、５月１日の農地調整委員会で現地確認及び譲受人に聴聞を行い、審議していただいております。
場所は打上川治水緑地の東側、寝屋川市クリーンセンターの北側でございます。
許可要件の判断基準については、まず全部効率利用要件があり、これは権利を受ける者が、当該農地の権利を取得後に、耕作等の事業に供すべき農地等のすべてを効率的に利用して、耕作等の事業が行われるかどうかを判断するものでございます。
次に、農作業常時従事要件について、これは所有権を受ける者の年間耕作日数によって判断するものです。原則年間150日以上、150日以下であっっても農作業を行う必要がある限り、当該農作業に従事していれば常時従事していると認める場合もあるとされております。譲受人は新規就農ですが、年間300日程度従事する見込みであることから、許可要件を満たしていると判断いたします。
次に、農機具の保有状況ですが、耕うん機1台、竹の粉砕機1台を所有されており、主にタケノコを栽培し、農地の一部でダイコン、タマネギ、ハクサイ等を作るとのことで、問題ないと判断いたします。
次に、地域との調和要件については、所有権を受ける者が本件農地の所有権の取得後において、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的利用の確保に支障をきたすおそれは無いと認められるため、本要件を満たしていると考えられます。
次に、通作距離については、車で30分ほどで、通作距離も問題ございません。
（議案第４号　件番２朗読）
　　　 
件番２につきましては、４月25日に受付を行い、５月１日の農地調整委員会で現地確認及び譲受人に聴聞を行い、審議していただいております。
場所は、第二京阪道路沿いの小路土地区画整理事業が行われた区域から少し東側に向かったところになります。
登記地目に関しましては、後ほどご報告いたしますが、地目を現況の畑に合わせるということで現況証明願の申出があり専決受理しております。
許可要件の判断基準については、まず全部効率利用要件があり、これは所有権を受ける者が、当該農地の所有権を取得後に、耕作等の事業に供すべき農地等のすべてを効率的に利用して、耕作等の事業が行われるかどうかを判断するものでございます。
次に、農作業常時従事要件について、これは権利を受ける者の年間耕作日数によって判断するものです。原則年間150日以上、150日以下であっても農作業を行う必要がある限り、当該農作業に従事していれば常時従事していると認める場合もあるとされております。譲受人は新規就農ですが、年間100日程度耕作される見込みで、妻及び次男も年間50日から100日程度従事される見込みであり、問題ないと判断いたします。
次に、農機具の保有状況ですが、耕うん機等の大型機械は所有しておりませんが、譲り受けられる農地の面積が広くないことから、手作業での農作業も可能と認められますので、問題ないと判断いたします。
次に、地域との調和要件については、権利を受ける者が本件農地の権利の取得後において、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的利用の確保に支障をきたすおそれは無いと認められるため、本要件を満たしていると考えられます。
次に、通作距離については、自転車で20分ほどで、通作距離も問題ございません。
（議案第４号　件番３朗読）
　　　 
件番３につきましては、４月25日に受付を行い、５月１日の農地調整委員会で現地確認及び農地を借りられる方に聴聞を行い、審議していただいております。
場所は、寝屋川市域の南側、大東市との市域界付近でございます。
本件は、使用貸借権の設定、いわゆる無償で貸し借りをするということで、権利の設定は５年間でございます。
許可要件の判断基準については、まず全部効率利用要件があり、これは農地を借りられる方が、当該農地の耕作する権利を取得後に、耕作等の事業に供すべき農地等のすべてを効率的に利用して、耕作等の事業が行われるかどうかを判断するものでございます。
次に、農作業常時従事要件について、これは農地を借りられる方の年間耕作日数によって判断するものです。原則年間150日以上、150日以下であっても農作業を行う必要がある限り、当該農作業に従事していれば常時従事していると認める場合もあるとされております。本件の農地を借りられる法人は、社員の福利厚生のために借りられ、主に３人が耕作に従事されるとのことです。
地域との調和要件については、耕作の権利を受ける者が本件農地の耕作権の取得後において、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的利用の確保に支障をきたすおそれは無いと認められるため、本要件を満たしていると考えられます。
通作距離については、徒歩５分ほどで、通作距離についても問題ございません。
（議案第４号　件番４朗読）
件番４につきましては、４月10日に受付を行い、５月１日の農地調整委員会で現地確認及び譲受人に聴聞を行い、審議していただいております。
本件は親から子への贈与になります。
場所は寝屋川公園地区の東側、ＪＲ学研都市線の隣地でございます。
許可要件の判断基準については、まず、全部効率利用要件があり、これは権利を受ける者が、当該農地の権利を取得後に耕作等の事業に供すべき農地等のすべてを効率的に利用して、耕作等の事業が行われるかどうかを判断するものでございます。
次に、農作業常時従事要件について、これは権利を受ける者の年間耕作日数によって判断するものです。原則年間150日以上、150日以下であっても農作業を行う必要がある限り、当該農作業に従事していれば常時従事していると認める場合もあるとされております。に従事しており、贈与後は、譲受人である息子さんが、年間60日程度、譲渡人夫婦も年間250日程度耕作に従事されますので、許可要件を満たしていると思われます。
本件は同一の農家世帯内での贈与になりますので、議案書の経営面積に今回の贈与される面積の合計643㎡も含まれています。従って、許可後の経営面積は7,506㎡のままでございます。
地域との調和要件については、権利を受ける者が本件農地の権利の取得後において、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的利用の確保に支障をきたすおそれは無いと認められるため、本要件を満たしていると考えられます。
通作距離については、徒歩５分ほどですので、問題ございません。
（議案第４号　件番５朗読）
件番５につきましては、４月21日に受付を行い、５月１日の農地調整委員会で現地確認及び譲受人に聴聞を行い、審議していただいております。
本件は、祖母から孫への贈与になります。
許可要件の判断基準については、まず、全部効率利用要件があり、これは権利を受ける者が、当該農地の権利を取得後に、耕作等の事業に供すべき農地等のすべてを効率的に利用して、耕作等の事業が行われるかどうかを判断するものでございます。
次に農作業常時従事要件について、これは権利を受ける者の年間耕作日数によって判断するものです。原則年間150日以上、150日以下であっても農作業を行う必要がある限り、当該農作業に従事していれば常時従事していると認める場合もあるとされております。本件の権利を受ける孫は、年間200日程度農業に従事しており、許可要件に達するということを確認しております。
本件は同一の農家世帯内での贈与になりますので、議案書の経営面積に今回の贈与される面積の合計2,092.67㎡も含まれています。従って、許可後の経営面積は4,302.67㎡のままでございます。
次に地域との調和要件については、権利を受ける者が本件農地の権利の取得後において、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的利用の確保に支障をきたすおそれは無いと認められるため、本要件を満たしていると考えられます。
次に通作距離については、徒歩５分ほどで、通作距離ついても問題ございません。
以上でございます。

議長　　　　　　 事務局の説明が終わりました。
件番１については、５月１日に農地調整委員会を開催し、現地調査及び申請人に対して聴聞を行い、審査しておりますので、農地調整委員長からご説明をお願いします。
　農地調整委員長  ただいま、事務局から説明があったように、５月１日に農地調整委員会を
開催し、現地確認及び譲受人に聴聞を行いました。
取得後も竹林のまま使用し、将来的にはタケノコの販売をしていきたいと
いうことを聞いております。
現地写真のとおり、写真では側面は崩落防止のために傾斜が緩やかになるよ
うに削られておりますが、上の方は竹の間引き等も行われ、適正に肥培管理
されておりました。
ダイコン等はどこで植えられるかまでは聞いておりませんが、おそらく下の
方で植えられることになると思います。
寝屋川市として新規就農を承認するのは初めてになります。
農地法第３条許可による審議において、許可要件の一つである下限面積につ
いて、農地取得後20アール以上の経営面積がなければ許可できないといった
要件が撤廃されて、初めての許可審議となります。
特に問題ないと判断いたします。
　議長　　　　　　ただいま、農地調整委員長から説明がございましたが、何かご質問ござい
ませんか。
　委員　　　　　　本件は農地を削っておられますよね。
農地の高さを変えるには、農業委員会への届出等が必要ではなかったでしょ
うか。
　事務局　　　　　農地法では農地の高さを変えるにあたっての許認可は規定されておりません。
　　　　　　　　　寝屋川市が独自に定めておりますのは、農地に30cm以上盛土して高田や高畑として耕作する場合には、承認願を提出いただいておりますが、農地を削るといった場合には、どれだけ削ろうと承認願等の提出を定めておりません。
　委員　　　　　　農地調整委員会で現地に向かう車両の中でも話をしていたのですが、私の地元でも竹やぶを削って、神社と墓地が土砂災害警戒区域に指定されていますので、そういった区域に指定されないか懸念されます。
　　　　　　　　　　農地法では規制できなくても何らかの法律等で規制しないと、このように切土されるケースがいくらでも出てくるかと思います。

　　　　　　　　　法律等の規制はないのでしょうか。
　農地調整委員長　断面側に住居がある場合には、もっと傾斜を緩やかにしなければならないようです。
議長　　　　　  ただいま、委員の方から農地を削ることについて意見が出ましたが、農業委員会として規制することができないものになります。
　　　　　　　　農地の所有権移転についての意見はございますか。
（「なし」の声あり）
　　　　　　　　　ご意見等がないようですので、許可してよろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
ご異議がないようですので許可いたします。
　　　　　　　　　　 次に、件番２についても、農地調整委員長から説明をお願いします。
農地調整委員長　件番２についても、農地調整委員会で現地確認及び譲受人に聴聞を行いました。
現地は現在畑地として使用されており、農地を譲り受けた後も引き続き畑地をして耕作していくようなので、何ら問題はないと判断いたします。
議長　　　　　  ただいま、農地調整委員長より説明がありましたが、何かご意見等ございますか。
委員　　　　　　問題ないと判断されているのは、本件の農地が小さいからですか。
件番１や件番２のように、新規就農者として農地の売買や貸借について判断
するにあたり、何か基準等を設けているのですか。
今後も新規就農希望による案件が出てくるかと思いますが、今回の件番１や
件番２が今後の新規就農者に対する基準となって来るかと思います。
事務局　　　　　許可要件の判断については、先ほどご説明させていただいたとおり、下限
面積が撤廃されましたが、農機具の保有状況、耕作日数、通作距離、周辺農
地への影響が判断基準になっておりますが、新規就農者に対する具体的な基
準等は定めておりません。
　　　　　　　　例えば、広大な面積の農地で水稲の作付けを行うが、田植え機やコンバイ
ンなどの農機具を所有（レンタル）しないといった場合に、少人数で手作業で稲を植え、田刈りをするといっても実現性がありませんし、本件農地のようにそれほど広くない農地で作付けを行う場合は、耕うん機等の機械を所有（レンタル）していない場合でも手作業での耕作は可能かと思います。判断については、申請内容ごとに農地調整委員会で審議していただくということになります。
委員　　　　　　農機具については、所有してなくてもレンタルでもよいのですね。
　　　　　　　　　耕作する面積が少ない場合には、高額な農機具を所有するよりは、レンタル
する方が経費を低く抑えることができるかと思います。
農政企画委員長　結局、耕作しなければならないのですよね。
　事務局　　　　 はい。譲り受けた後に耕作を続けていける見込みがあるかどうかの判断が
非常に難しいのですが、農業委員の皆さまに判断していただきます。
　議長　　　　　 他にご質問等がないようですので、許可してよろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
　　　　　　　　  ご異議がないようですので許可いたします。
　　　　　　　　　　 次に、件番３についても、農地調整委員長から説明をお願いします。
農地調整委員長　件番３についても、農地調整委員会で現地確認及び借りられる方に聴聞を行いました。
始めは従業員３人程度で畑地として耕作していくということです。
現在、農機具は所有しておらず、今後、耕うん機の購入を検討しているとのことですが、農地の面積が１反５畝ほどありますので、耕うん機ではなくトラクターでないと作業は大変であることを話しておりました。
利用目的は社員の福利厚生にしたいというもので、将来的には野菜を販売していきたいと言っておられました。
初めて１反５畝ほどの農地の耕作を行うことから、農作業の大変さなどがありますので、５年後、耕作を続けられているのか。どのようになっているか分かりませんが、耕作に意欲的ですので、今後、耕作状況を見守るという判断をしました。
議長　　　　　   ただいま、農地調整委員長より説明がありましたが、何かご意見等ございますか。
　　　　　　　　　　
　委員　　　　　　　今回、一般法人が農地を借りられるということですが、例えば、農地を取得する場合には、農業法人でないとダメだとか、何か要件的なものがありますか。
　
　事務局　　　　　 法人が農地を取得するには、農地所有適格法人でないと取得できません。例外として、兵庫県養父市の国家戦略特区については、一般法人でも取得可能です。
　委員　　　　　　 今回は、貸借なので可能ということですね。
　事務局　　　　　 平成21年の農地法改正において、一般法人でも農地を借りられるようになりました。
　
　議長　　　　　　他にご質問等がないようですので、許可してよろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
　　　　　　　　　 ご異議がないようですので許可いたします。
　　　　　　　　　　　次に、件番４についても、農地調整委員長から説明をお願いします。
農地調整委員長　 件番４についても、農地調整委員会で現地確認及び譲受人の父親である譲渡人に聴聞を行いました。
　　　　　　　　　　寝屋川公園地区については、今後、土地区画整理事業が行われる計画があり、市街化調整区域から市街化区域に編入されます。市街化区域に編入されますと、農地の評価額が上がり、相続が発生したときの相続税が高くなることから、相続前に贈与しておくものです。
　　　　　　　
議長　　　　　  ただいま、農地調整委員長より説明がありましたが、何かご意見等ございますか。
（「なし」の声あり）
ご意見等がないようですので、許可してよろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
ご異議がないようですので許可いたします。
次に件番５についても、農地調整委員長から説明をお願いします。
農地調整委員長　件番５についても、農地調整委員会で現地確認及び譲受人に聴聞を行いました。
　　　　　　　　　本件についても件番４と同様に農地の相続税が上がる前に贈与しておくものです。
　　　　　　　
議長　　　　　  ただいま、農地調整委員長より説明がありましたが、何かご意見等ございますか。
（「なし」の声あり）
ご意見等がないようですので、許可してよろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
ご異議がないようですので許可いたします。
次に報告第４号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、事務局から説明をお願いします。
事務局　　　 　　報告第４号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第４号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は市立第九中学校の西側にございます
４月６日に受付を行い、現地は地区担当委員の自宅のすぐ北側で、以前か
らご存じのため、事務局のみで現地確認することの了解を得て、４月11日に
事務局で現地確認を行い、４月20日に、専決受理したものでございます。
現況は画面のとおりです。
既に一戸建て住宅と倉庫になっており、転用漏れにあたります。
経過書が提出されており、昭和36年頃に自宅の宅地造成をした際に農地転
用の届出を失念してしまったとのことです。

（報告第４号　件番２朗読）

件番２につきまして、場所は市立池田小学校の南側になります。
４月13日に受付を行い、現地確認は地区担当委員にご相談し、事務局のみ
で現地確認することの了解を得て、４月17日に現地確認を行い、４月20日
に専決受理したものでございます。
現況は画面のとおりです。
共同住宅と公衆用道路が本件農地を取り込んでいます。
経過書が提出されており、昭和46年頃に先々代が共同住宅を建築した際に
農地転用の届出を失念してしまったとのことです。
（報告第４号　件番３朗読）

件番３につきまして、場所は仁和寺地区にある葬儀場から北側に向かい、国
道１号線に出る手前でございます。
４月18日に受付を行い、５月２日に地区担当委員と現地確認を行い、５月
９日に専決受理したものでございます。
現状は画面のとおりです。
転用後はトランクルームを18個設置するとのことです。
以上でございます。

議長　　　　　 ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、地区担当委員、
何かご意見等ございますか。
地区担当委員　　昭和36年頃に市道を通すために農地が一部買収され、残地の農地が市道の
南北に分断されたものだと思います。
北側に自宅がございますので、農地転用の届出をしないで、自宅敷地の一部
と倉庫にされたようです。転用漏れになります。

議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ござい　
ますか。
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に件番２についても転用漏れ案件になり
ますが、農地法の届出をしないで共同住宅の敷地に取り込んだり、公衆用道路
に提供してしまっているものです。
何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に件番３について、地区担当委員、何かご
意見等ございますか。
　地区担当委員　　 事務局と現地確認させていただいたのですが、この農地については、先月
の委員会総会において、故障により生産緑地の市への買取申出のため、生産緑地の主たる従事者証明書を発行した農地でございます。
以前から遊休農地になっていた農地でございますが、トランクルームに農地
転用されるということです。
　議長　　　　　　 ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、雨水排水は水路へ
の放流なのか公共雨水管へ接続するのか、どのようにされるのですか。
　委員　　　　　　画面では分かりにくいのですが、南側の水路に放流されます。
　議長　　　　　　地面は現状の土のまま使われるのですか。
　事務局　　　　　地面はアスファルト敷きにされます。
議長　　　　　  他にご質問等がないようですので、次に報告第５号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について、事務局から説明をお願いします。
事務局　　　 　 報告第５号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告に
ついて、ご説明申し上げます。
（報告第５号　件番１朗読）
件番１について、場所は国道170号外環状線と第二京阪道路が交差する北東側、高宮廃寺の南側にございます
件番１につきましては、３月30日に受付を行い、現場確認は地区担当委員と、以前に隣接農地の転用の際に現地調査していたため、今回は事務局のみで現地確認することの了解を得て、事務局のみで３月31日に行い、４月11日に専決受理したものでございます。
現況は画面のとおりです。
以上で報告を終わらせていただきます。

議長　　　　　　 ただいま、事務局より説明がありましたが、何かご意見等ございますか。
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に報告第６号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について、事務局から説明をお願いします。
事務局　　 　　　報告第６号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について、ご説明申し上げます。
（報告第６号　件番１朗読）

本証明につきましては、生産緑地の主たる従事者が死亡あるいは身体の　　病気等の故障により耕作を継続することが不可能になり、市へ生産緑地の買取り申出を行うにあたり、当該人が農業の主たる従事者であったことを証明したものでございます。
件番１につきまして、場所は寝屋川市と四條畷市の市域界にございます大型ショッピングセンターの第二京阪道路を挟んで西側でございます。
生産緑地の主たる従事者が身体の故障により耕作を継続することが不可能ということで、４月10日に証明願があり、４月11日に事務局において現地確認を行い、４月20日に会長専決により証明いたしました。
現況は画面のとおりです。
（報告第６号　件番２朗読）

　
件番２につきまして、場所は寝屋川警察署から国道170号大阪外環状線を北側へ向　かい、京阪香里園駅に向かう方と、寿町へ向かう方に分かれているところでございます。
生産緑地の主たる従事者が亡くなられたことにより耕作を継続することが不可能ということで、４月26日に証明願があり、４月27日に事務局において現地確認を行い、５月９日に会長専決により証明いたしました。　
現況は画面のとおりです。
以上で報告を終わらせていただきます。

議長　　　　　 　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、何かご質問等ございますか。
　　
  　委員　　　　　　 以前の農地パトロールにおいて、現地確認をした際には果樹を植えられておられましたが、昨年の農地パトロールでは果樹が見えないほど雑草が繁茂しておりましたので、事務局から農地所有者に是正指導することになっておりました。
　事務局　　　　　農地所有者と話をしたところ、隣接地の工場主から農地を買いたいとの話が出ており、体調も良くないため耕作を続けていくことができないので、生産緑地をやめて、隣接工場へ売却する予定とのことです。
議長　　　　　　 他にご質問等がないようですので、次に件番２について、何かご質問等ございますか。
　
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に報告第７号　現況証明願について事務局から説明をお願いします。
事務局　　　　　 報告第７号　現況証明願について、ご説明申し上げます。
（報告第７号　件番１朗読）

件番１につきましては、場所は先ほど議案第４号の件番２の農地と同じです。
願出理由としましては、農地法第３条の許可申請にあたり、現況に合わせて地目を畑に変更するということでございます。
現地確認は第３条許可申請にあたり、農地調整委員会で実施いたしました。
現況は画面のとおりです。
耕作状況に特段問題がないことから、５月９日に会長専決いたしました。

議長　　　　　 　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、本日の議事案件は以上でございます。
事務局、何か連絡事項等ございますか。
事務局長代理　　 視察研修についてご説明いたします。
（視察研修について説明）
　議長 　　　　  　以上をもちまして、５月度の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。
（　午後２時30分　閉会　）
前記は、会議のてんまつを記載したものに相違なく、ここに署名捺印する。
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